
  

一 

令和 8 年 3 月 31 日（火曜日） 千 葉 県 報 号外第３１号 
 

第
二

号
様

式
（

第
二

条
第

一
項

及
び

第
三

条
）

 

 

奨
学

生
推

薦
書

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

※
印

の
と

こ
ろ

は
、

該
当

の
も

の
を

○
で

囲
む

こ
と

。
 

氏
 

名
 

 
中

学
校

名
 

中
学

校
 
 

在
学

 
※

 
・

 
 

卒
業

 

在
学

学
校

 

※
全

日
制

 
定

時
制

 
通

信
制

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
科

 
第

 
 

学
年

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
立

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
校

 

 
表

記
の

者
は

、
修

学
意

欲
が

あ
り

、
か

つ
、

性
行

が
正

し
い

者
で

あ
り

、
千

葉
県

奨
学

生
と

し
て

適
当

な
者

と
認

め
、

推
薦

い
た

し
ま

す
。

 
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

校
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
職

印
 
 

 
 

 

 
千

葉
県

教
育

委
員

会
 

様
 

 

      
 

 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

教
育
委
員
会
規
則 

○ 

千
葉
県
奨
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

収
用
委
員
会
告
示 

○ 

千
葉
県
収
用
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の 
 

 
 

 
 

利
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

教
育
委
員
会
訓
令 

○ 

千
葉
県
教
育
委
員
会
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

県
立
学
校
に
勤
務
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を 

 
 

 

 
 

改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令 

○ 

千
葉
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
減
免
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

監
査
委
員
訓
令 

○ 

千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

訓
令
・
収
用
委
員
会
訓
令 

○ 

千
葉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

教

育

委

員

会

規

則 

 

千
葉
県
奨
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

杉 

野 
 

可 
愛 

 
 

千
葉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号 

 
 

 

千
葉
県
奨
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
奨
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
四
十
年
千
葉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
□
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

     

                     
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

収

用

委

員

会

告

示 

 

千
葉
県
収
用
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
収
用
委
員
会
会
長 

 

小
見
山 

 
 

 

大 
 

 
千
葉
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号 

 
 

 
千
葉
県
収
用
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
収
用
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
程
□
平
成
十
八
年
千
葉
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

一 

電
子
署
名 

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
□ 

 
 

イ 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
□
第
二
条
第
一
項
に

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

3

月

31

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第３１号 令和 8 年 3 月 31 日（火曜日） 

規
定
す
る
電
子
署
名 

 
 

ロ 

政
府
認
証
基
盤
□
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の
他
政
府

が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
□
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い

う
□
□
の
官
職
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 
 

ハ 
地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
□
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
地
方
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ

と
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
□
又
は
行
わ
せ
る
た

め
に
運
営
す
る
も
の
を
い
う
□
□
の
職
責
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 

第
五
条
第
二
項
中
□
に
よ
り
処
分
通
知
等
□
の
下
に
□
□
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と

き
に
押
印
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
の
当
該
処
分
通
知
等
の
性
質
等
か
ら
電
子
署
名
を

要
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
□
□
□
を
加
え
□
□
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併

せ
て
前
項
□
を
□
そ
の
情
報
を
同
項
□
に
改
め
□
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
□ 

 
 

た
だ
し
□
委
員
会
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に
係
る
情
報
が
記
録
さ
れ

 

た
電
磁
的
記
録
の
真
正
な
成
立
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

 

第
五
条
第
三
項
中
□
電
子
署
名
□
の
下
に
□
及
び
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
□
を
加
え
る
□ 

 

第
七
条
第
一
項
中
□
磁
気
デ
□
ス
ク
□
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て

お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
□
を
□
電
磁
的
記
録
媒
体
□
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
□
に

改
め
□
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
□
当
該
作
成
等
は
□
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
□
□
テ
□
ン
グ
・
サ
□
ビ
ス
関
連
技

術
□
官
民
デ
□
タ
活
用
推
進
基
本
法
□
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三
号
□
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
□
□
テ
□
ン
グ
・
サ
□
ビ
ス
関
連
技
術
を
い
う
□
□
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
の

進
展
の
状
況
を
踏
ま
え
た
適
切
な
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

教

育

委

員

会

訓

令 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

杉 

野 
 

可 

愛 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本 
 

 

庁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教
育
事
務
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教

育

機

関 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
処
務
規
程
□
昭
和
三
十
五
年
千
葉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
□
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

別
表
第
一 

三 

そ
の
他
の
事
務
の
表
児
童
生
徒
安
全
課
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
一
号
を
削

り
□
第
二
号
を
第
一
号
と
し
□
同
表
保
健
体
育
課
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 

二 

安
全
管
理
の
総
括
を
行
う
こ
と
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

県
立
学
校
に
勤
務
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

杉 

野 
 

可 

愛 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
立
学
校 

 
 

 

県
立
学
校
に
勤
務
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

 
 

 

す
る
訓
令 

 

県
立
学
校
に
勤
務
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
□
昭
和
五
十
年
千
葉

県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
六
条
の
見
出
し
を
□
□
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
等
□
□
に
改
め
□
同
条
中
□
扶
養
手
当
□
を
□
第

二
種
初
任
給
調
整
手
当
□
扶
養
手
当
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 
 

 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

教

育

委

員

会

教

育

長

訓

令 

 

千
葉
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
減
免
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

杉 

野 
 

可 

愛 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
立
高
等
学
校 

 
 

 
 

 
千
葉
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
減
免
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
減
免
に
関
す
る
規
程
□
昭
和
五
十
一
年
千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓

令
第
二
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
第
二
項
中
□
別
表
第
一
の
摘
要
の
六
□
を
□
別
表
第
一
県
立
学
校
の
項
の

摘
要
の
七
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
□
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 



  

三 

令和 8 年 3 月 31 日（火曜日） 千 葉 県 報 号外第３１号 
 

監

査

委

員

訓

令 

 

千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

小 

倉 
 

 
 

明 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 

浩 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

實 

川 
 

 
 

隆 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

坂 

下 
 

し
げ
き 

 
 

千
葉
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
服
務
規
程
□
平
成
十
七
年
千
葉
県
監
査
委
員
訓
令
第
二
号
□
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
□
定
年
退
職
□
を
□
退
職
□
に
□
□
地
方
公
務
員
法
□
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
六
十
一
号
□
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
□
を
□
職
員
の
定

年
等
に
関
す
る
条
例
□
昭
和
五
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
□
第
十
三
条
□
に
改
め
る
□ 

 

別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 
 

         
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
改
正

規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
□
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

退
職
に
引
き
続
き
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
□
令
和
四
年
千

葉
県
条
例
第
二
十
七
号
□
附
則
第
七
項
□
第
八
項
□
第
十
五
項
又
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ

れ
た
場
合
は
□
改
正
後
の
千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
服
務
規
程
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
退
職
に
引
き
続
き
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
□
昭
和
五
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
□
第
十

三
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
場
合
と
み
な
し
て
□
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 

 

訓

令

・

収

用

委

員

会

訓

令 

 

千
葉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千

葉

県

知

事 
 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
収
用
委
員
会
会
長 

 

小
見
山 

 
 

 

大 
 

 

千

葉

県 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
収
用
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

 
 

 
 

 

千
葉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
行
政
文
書
規
程
□
昭
和
六
十
三
年
千
葉
県
・
千
葉
県
収
用
委
員
会
訓
令
第

二
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
二
条
第
三
号
を
削
る
□ 

 

第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
中
□
主
務
課
の
職
員
又
は
通
信
機
器
の
操
作
等
を
担
当
す
る
□
を
削
り
□
同

条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
を
付
す
場
合
に
あ
つ
て
は
□
事
務
局
長
又
は
事
務
局
長
が
指
名
す
る

者
は
□
当
該
電
子
署
名
を
付
す
電
子
文
書
の
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

                

第
二

号
様

式
（

第
三

条
第

一
項

）
 

訓
令
第
一
号 
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購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


